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○
農
林
水
産
省
告
示
第 

 
 

号 
植
物
防
疫
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
農
林
省
令
第
七
十
三
号
）
別
表
二
の
付
表
第
七
十
八
の
規
定
に
基
づ
き
、
モ
ロ
ッ

コ
か
ら
発
送
さ
れ
、
他
の
地
域
を
経
由
し
な
い
で
輸
入
さ
れ
る
マ
ン
ダ
リ
ン
そ
の
他
の
シ
ト
ラ
ス
・
レ
テ
ィ
ク
ラ
タ
及
び
ク
レ

メ
ン
テ
ィ
ン
そ
の
他
の
シ
ト
ラ
ス
・
ク
レ
メ
ン
テ
ィ
ナ
の
生
果
実
に
係
る
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
基
準
を
次
の
よ
う
に
定
め

、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

令
和 

年 
 

月 
 

 

日 

農
林
水
産
大
臣 

野
村 

哲
郎 

 

一 

植
物
及
び
地
域 

 
 

マ
ン
ダ
リ
ン
そ
の
他
の
シ
ト
ラ
ス
・
レ
テ
ィ
ク
ラ
タ
（
以
下
「
マ
ン
ダ
リ
ン
等
」
と
い
う
。
）
及
び
ク
レ
メ
ン
テ
ィ
ン
そ

の
他
の
シ
ト
ラ
ス
・
ク
レ
メ
ン
テ
ィ
ナ
（
以
下
「
ク
レ
メ
ン
テ
ィ
ン
等
」
と
い
う
。
）
の
生
果
実
で
あ
っ
て
、
モ
ロ
ッ
コ
で

生
産
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

二 

輸
送
方
法 

 
 

船
積
貨
物
と
し
て
輸
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。 
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三 

輸
出
国
に
お
け
る
検
査
及
び
証
明 

㈠ 
モ
ロ
ッ
コ
植
物
防
疫
機
関
に
よ
り
検
査
さ
れ
、
か
つ
、
そ
の
検
査
の
結
果
、
検
疫
有
害
動
植
物
が
付
着
し
て
い
な
い
こ

と
を
認
め
、
又
は
信
ず
る
旨
の
記
載
が
さ
れ
て
い
る
モ
ロ
ッ
コ
植
物
防
疫
機
関
が
発
行
し
た
植
物
検
疫
証
明
書
が
添
付
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

㈡ 

㈠
の
植
物
検
疫
証
明
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
が
特
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

 
 

ア 

チ
チ
ュ
ウ
カ
イ
ミ
バ
エ
に
侵
さ
れ
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

 
 
 

イ 

五
の
消
毒
が
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

 

四 

封
印 

 

海
上
輸
送
中
の
冷
蔵
設
備
を
有
す
る
コ
ン
テ
ナ―
（
以
下
「
低
温
処
理
コ
ン
テ
ナ―

」
と
い
う
。
）
に
は
、
各
低
温
処

理
コ
ン
テ
ナ―

ご
と
に
モ
ロ
ッ
コ
植
物
防
疫
機
関
に
よ
る
封
印
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

五 

消
毒 

㈠ 

低
温
処
理
コ
ン
テ
ナ―

に
お
い
て
、
次
の
方
法
に
よ
る
消
毒
が
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

ア 

マ
ン
ダ
リ
ン
等
に
つ
い
て
は
、
生
果
実
の
中
心
部
が
摂
氏
二
・
〇
度
と
な
っ
た
後
、
引
き
続
き
二
十
三
日
間
そ
の
温
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度
以
下
で
消
毒
す
る
こ
と
。 

イ 
ク
レ
メ
ン
テ
ィ
ン
等
に
つ
い
て
は
、
生
果
実
の
中
心
部
が
摂
氏
二
・
〇
度
と
な
っ
た
後
、
引
き
続
き
十
六
日
間
そ
の

温
度
以
下
で
消
毒
す
る
こ
と
。 

㈡ 

低
温
処
理
コ
ン
テ
ナ―

は
、
あ
ら
か
じ
め
モ
ロ
ッ
コ
植
物
防
疫
機
関
に
よ
り
㈠
の
消
毒
の
た
め
に
適
切
な
設
備
を
有
す

る
も
の
と
し
て
指
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

六 

植
物
防
疫
官
に
よ
る
確
認 

三
の
㈠
の
検
査
及
び
五
の
消
毒
が
的
確
に
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
植
物
防
疫
官
に
よ
り
確
認
さ
れ
る
こ
と
。 

七 

表
示 

三
の
㈠
の
検
査
及
び
五
の
消
毒
が
行
わ
れ
た
生
果
実
の
各
こ
ん
包
に
は
、
輸
出
植
物
検
疫
が
終
了
し
て
い
る
旨
及
び
仕
向

地
が
日
本
で
あ
る
旨
の
表
示
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
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※
様

式
設

定
（

こ
の

部
分

は
印

刷
さ

れ
ま

せ
ん

）
 

余
白

：
上

・
下

・
左

：
2
5
m
m
、

右
：

3
1
.
5
m
m
 

ペ
ー

ジ
設

定
：

文
字

数
4
8
（

字
送

り
1
4
.
2
p
t
）

行
数

1
3
、

フ
ォ

ン
ト

設
定

：
Ｍ

Ｓ
明

朝
(
1
4
p
t
)
 

ス
タ

イ
ル

：
 

条
文

：
Ｍ

Ｓ
明

朝
（

1
4
p
t
）

、
両

端
揃

え
 

句
点

を
ぶ

ら
下

げ
る

と
き

は
、

段
落

→
体

裁
→

禁
則

処
理

と
句

読
点

ぶ
ら

下
げ

に
チ

ェ
ッ

ク
）

 

グ
リ

ッ
ド

線
を

1
文

字
間

隔
で

表
示

す
る

と
、

条
文

の
配

字
が

確
認

で
き

る
。

）
 

文
字

の
縦

横
表

示
は

、
レ

イ
ア

ウ
ト

の
「

文
字

列
の

方
向

」
か

ら
変

更
 

 


